
って、 どんな法律
ほうりつ

なの？

　この法律
ほうりつ

は、国
くに

や地方
ちほう

自治体
じちたい

、会社
かいしゃ

やお店
みせ

などの民間
みんかん

事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

し「不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取
と

り扱
あつか

い」

を禁止
きんし

し、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」を義務
ぎむ

付
づ

けることにより、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、共
とも

に

暮
く

らせる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
めざ

しています。

１．この法律
ほうりつ

で対象
たいしょう

となる「障
しょう

がいのある人
ひと

」とは？

　身体
しんたい

障
しょう

がい、知的
ちてき

障
しょう

がい、精神
せいしん

障
しょう

がい（発達
はったつ

障
しょう

がいを含
ふく

む）、そのほか心身
しんしん

の機能
きのう

の障
しょう

がいが

ある人
ひと

で、障
しょう

がいや社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（バリア）によって日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

が困難
こんなん

になっている人
ひと

です。

障
しょう

がい手帳
てちょう

を持
も

っていない人
ひと

も含
ふく

まれます。

２．この法律
ほうりつ

で対象
たいしょう

となる「民間
みんかん

事業者
じぎょうしゃ

」とは？

　営利
えいり

・非営利
ひえいり

、個人
こじん

・法人
ほうじん

の別
べつ

を問
と

いません。一般的
いっぱんてき

な企業
きぎょう

やお店
みせ

だけでなく　たとえば

個人
こじん

事業者
じぎょうしゃ

や対価
たいか

を得
え

ない無報酬
むほうしゅう

の事業
じぎょう

、非営利
ひえいり

事業
じぎょう

を行
おこな

う社会福祉法人
しゃかいふくしほうじん

や特定
とくてい

非営利
ひえいり

活動
かつどう

法人
ほうじん

も対象
たいしょう

となります。

３．「社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

（バリア）」とは？

公共
こうきょう

交通
 こうつう

機関
きかん

、道路
どうろ

、建物
たてもの

社会
しゃかい

のルール、制度
せいど

によって能力
のうりょく

以前
　いぜん

に機会
きかい

の

などで困難
こんなん

をもたらすバリア 均等
きんとう

を奪
うば

われるバリア

例
れい

）段差
だんさ

、狭
せま

い通路
つうろ

　など 例
れい

）学校
がっこう

の入試
にゅうし

・就職
しゅうしょく

などで制限
せいげん

をする

補助
ほじょ

犬
けん

を連
つ

れての入店
にゅうてん

を断
ことわ

るなど

障
しょう

がいのある人
ひと

の存在
そんざい

を意識
いしき

しない文化
ぶんか

、 偏見
へんけん

、無関心
むかんしん

など、障
しょう

がいのある人
ひと

を

情報
じょうほう

面
　めん

でのバリア 受
う

け入
い

れないバリア

例
れい

） パンフレットの 例
れい

）点字
てんじ

ブロック上
じょう

に物
もの

を置
お

く、

問
と

い合
あ

わせ先
さき

に、電話
でんわ

番号
ばんごう

かわいそうと決
き

めつける　など

しか記載
きさい

しない　など

しょう りゆう さべつ ほうりつ

しょうがいしゃ さべつ かいしょうほう

「障がいを理由とする差別」をなくすための法律です

ぶつりてき （じぶつ）

物理的なバリア（事物）
せいどてき （せいど）

制度的なバリア（制度）

ぶんか・じょうほうめん （かんこう）

文化・情報面でのバリア（慣行）
いしきじょう （かんねん）

意識上のバリア（観念）



障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して、正当
せいとう

な理由
りゆう

なく、障
しょう

がいを理由
りゆう

として、サービス等
とう

の提供
ていきょう

を拒否
きょひ

または提供
ていきょう

にあたって場所
ばしょ

・時間
じかん

帯
たい

を制限
せいげん

したり、障
しょう

がいのない人
ひと

に対
たい

しては付
つ

けない

ような条件
じょうけん

を付
つ

けるなどにより、障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
けんり

・利益
りえき

を侵害
しんがい

することを禁止
きんし

して

います。
例）

　レストランなどの飲食
いんしょく

店
 てん

に入
はい

ろうと

　している障
しょう

がいのある人
ひと

を、車
くるま

いすを

　利用
りよう

していることを理由
りゆう

に断
ことわ

った。

障
しょう

がいのある人
ひと

から社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

（バリア）を取
と

り除
のぞ

くための何
なん

らかの配慮
はいりょ

を求
もと

める意思
いし

が

あった時
とき

に、負担
ふたん

が重
おも

すぎない範囲
はんい

で対応
たいおう

することを義務付けています。

※知的
ちてき

障
しょう

がいなどにより、本人
ほんにん

が配慮
はいりょ

を求
もと

める意思
いし

を

表明
ひょうめい

することが困難
こんなん

なときには、その家族
かぞく

、介助者
かいじょしゃ

、

支援者
しえんしゃ

などが意志
いし

の表明
ひょうめい

をすることもできます。

例
れい

）車
くるま

いすを利用
りよう

している人
ひと

などのために

　　出
で

入
い

り口
ぐち

にスロープを設置
せっち

するなど、段差
だんさ

をなくす工夫
くふう

をする。

ふとう さべつてきと あつか きんし

不当な差別的取り扱いの禁止

合 理 的 配 慮 の 提 供
ごうりてきはいりょ ていきょう
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